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(57)【要約】
【課題】特定の移動体に限定されずに適用可能な汎用性
に優れた位置検出装置、及びそれを取り付けた移動体を
提供する。
【解決手段】移動体２から周囲までの距離を測定する距
離センサ３と記憶部４から読み出し地図データ記憶手段
１０ｂに記憶した地図データを用いて、移動体２の現在
位置と角度を同定する位置同定手段１０と、入力手段６
により設定した移動体２の目標位置と目標角度に対する
移動体２の相対位置と相対角度を演算する相対位置演算
手段１１とを備え、相対位置から目標旋回度と相対目標
角度を算出し、それを制御目標情報として移動体２に対
して出力するように位置検出装置１を構成し、移動体２
は受信した制御目標情報に基づいて移動制御を行うよう
に構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体から周囲環境までの距離を測定する距離センサと、走行制御手段とを備える移動
体に設置する位置検出装置であって、
　移動体の目標位置と目標角度を入力する入力手段と、
　前記移動体から周囲までの距離を測定する距離センサと地図を用いて、前記移動体の位
置と角度を同定する位置同定手段と、
　前記目標位置と前記目標角度に対する前記移動体の相対位置を算出する相対位置算出手
段と、
　前記相対位置から、目標旋回度あるいは目標旋回半径と、相対目標角度を算出する制御
目標算出手段を備え、
　前記算出された目標旋回度あるいは目標旋回半径と相対目標角度とを、制御目標情報と
して前記走行制御手段に対して出力することを特徴とする位置検出装置。
【請求項２】
　前記相対位置から目標距離を算出し、制御目標情報として前記走行制御手段に対して、
当該算出された目標距離を出力することを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。
【請求項３】
　請求項１に記載された位置検出装置を備えた移動体システムであって、
　前記位置検出装置から受信した前記目標旋回度あるいは前記目標旋回半径と、前記相対
目標角度を用いて、前記移動体を自動走行する制御装置を備えたことを特徴とする移動体
システム。
【請求項４】
　請求項２に記載された位置検出装置を備えた移動体システムであって、
　前記位置検出装置において、前記相対位置から目標距離を算出し、前記移動体の速度制
御を行う制御装置を備えたことを特徴とする移動体システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、独自の走行制御手段を備えた移動体に対して設置することが可能な位置検出
装置に関するものであり、特に、移動体を目標位置まで誘導するために、当該移動体が備
えている走行制御手段に対して制御指令を出力する位置検出装置、及びこれを取り付けた
移動体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、特許文献１には、工場・物流倉庫などにおいて、部品の運搬や荷役作業
用として走行経路にガイドラインを描き、そのガイドラインに沿って走行するＡＧＶ（Au
tomated　Guided　Vehicle）と呼ばれる無人搬送車が知られている。この無人搬送車は、
車両にガイドラインを磁気的に検知するルート検出器が設けられ、そのルート検出器から
の検知信号を車両側の制御装置に送り、駆動輪をコントロールすることよって無人搬送車
をガイドラインに沿って走行させている。
【０００３】
　また、目的地まで移動ロボットの自律移動を制御する技術として例えば、特許文献２に
示す移動体システムが知られている。この移動体システムは、移動ロボットの探索範囲内
に存在する物体までの距離及び方向を検出する距離センサと、平板標識の設置される位置
を含む走行経路の地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、距離方向検出装置の検出結果
と地図情報記憶手段に記憶された地図情報とを照合して移動ロボットの進行方向を決定す
る進行方向決定手段とを有し、地図情報と距離センサからの測定情報とを照合し、地図上
での移動ロボットの位置を推定しながら移動ロボットの走行駆動系（車輪）を制御するこ
とによって、予め設定された経路を辿って目標位置まで移動ロボットを誘導するように構
成している。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－９５１４６号公報
【特許文献２】特開２０１０－１４０２４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に示す無人搬送車は、走行路案内用のガイドラインを検知することで車両経
路に沿って走行する制御系を備えていることから、無人搬送車の走行経路を変更する場合
、ガイドラインを設置し直す必要がある。これに対して、特許文献２に示す移動体システ
ムは、予め設定した経路を辿って移動経路内において移動ロボットの位置・姿勢を推定し
ながら自律的に移動するためのシステムであるため、目標位置の設定を変更するだけで、
簡単に移動ロボットの経路を変更することができる機能を備えている。
【０００６】
　そこで、走行路案内用のガイドラインに沿って走行する無人搬送車を改良して、無軌道
の移動ロボットに改良すれば、目標位置の設定を変更するだけで簡単に移動ロボットの経
路を変更することができる機能を達成することは可能である。しかし、特許文献２に示す
移動体システムは、移動ロボットの駆動制御手段を含む全体が完成したシステムとして構
成されているものであり、特許文献２に用いられている移動体システムを特許文献１の無
人搬送車に取り付けただけでは実際の自律型無人搬送車を達成することはできない。さら
に、特許文献２に用いられている移動体システムを、例えば、移動体が駆動手段を備えて
いない手動で走行させる手動操作型作業台車あるいは作業者が運転する有人自走型の作業
車などにおいて、目標位置まで視覚的に誘導してサポートする、といったニーズに対して
も直接的には対応できない。
【０００７】
　すなわち、多くの自律走行型の移動ロボットの移動体システムは、自律走行型の移動ロ
ボット用として最適化されて完成したシステムであり、地図情報とを照合して地図上での
自己の位置を推定しながら移動ロボットの走行駆動系（車輪）を制御することによって、
移動ロボットの前進後退および操舵方向を制御し、設定された目標位置に移動ロボットを
誘導するためのシステムである。従って、これらの自動誘導機能を備えていない制御系を
備えた移動体において自動誘導の機能を実現させるためには、完成した制御系として、そ
れぞれの移動体に自動誘導機能を組み込んだ制御系を再構築して作り上げなければならな
い。
【０００８】
　このため、自律型移動体以外の用途として、例えば軌道誘導型の制御系を備えた移動体
に対して、目標位置までのルートを誘導する技術に転用する場合であったとしても、移動
体の駆動系を制御するための制御手段も含んだ全体システムとしての改良が必要であるた
めに、改良が難しい上に改良コストが高くなるばかりでなく、汎用性にも劣るという課題
を有している。
【０００９】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、特定の機種に限定
されることなく、多種の移動体に対して取り付けるだけで、その移動体の走行制御手段に
対して制御指令を出力する汎用性に優れた位置検出装置、及びその位置検出装置を取り付
けて自律走行制御を可能とする移動体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の位置検出装置は、移動体から周囲環境までの距離を測定する距離センサと、走
行制御手段とを備える移動体に設置する位置検出装置であって、移動体の目標位置と目標
角度を入力する入力手段と、前記移動体から周囲までの距離を測定する距離センサと地図
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を用いて、前記移動体の位置と角度を同定する位置同定手段と、前記目標位置と前記目標
角度に対する前記移動体の相対位置を算出する相対位置算出手段と、前記相対位置から、
目標旋回度あるいは目標旋回半径と、相対目標角度を算出する制御目標算出手段を備え、
前記算出された目標旋回度あるいは目標旋回半径と相対目標角度とを、制御目標情報とし
て前記走行制御手段に対して出力することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の位置検出装置は、前記相対位置から目標距離を算出し、制御目標情報と
して前記走行制御手段に対して、当該算出された目標距離を出力することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の移動体システムは、位置検出装置を備えた移動体システムであって、前記当該
位置検出装置から受信した前記目標旋回度あるいは前記目標旋回半径と、前記相対目標角
度を用いて、前記移動体を自動走行する制御装置を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の移動体システムは、位置検出装置を備えた移動体システムであって、当
該位置検出装置において、前記相対位置から目標距離を算出し、前記移動体の速度制御を
行う制御装置を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の位置検出装置は、独自の走行制御機能は備えているが、自律走行機能を備えて
いない移動体に設置して、センサと当該独自の走行制御機能とを繋ぐことにより、種々の
走行体に自律走行機能を実現することを可能とするものであり、汎用性の高い位置検出装
置を提供できるものである。
【００１５】
　本発明に係る移動体の走行制御手段に対して制御指令を出力する位置検出装置を取り付
けた移動体は、位置同定手段の同定結果と、相対位置演算手段の演算結果である目標旋回
半径又は目標旋回度と、相対目標角度とからなる制御目標情報を自らの移動体に受信する
ことにより、移動体の走行制御手段が制御目標情報に従い、移動体の走行制御を行うよう
構成することで、ユーザが設定した目標位置、目標角度にまでスムーズに到達するよう移
動体を安定して自律走行させ、ユーザが設定した目標位置に移動体を誘導することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施例における、位置検出装置を自律型移動体に適用した移動体システ
ムとしての制御系全体を示す概略構成ブロック図である。
【図２】本発明の実施例における、地図の原点を基準にした地図Ｂにおけるスタート位置
、途中通過位置及び目標位置の関係を示す説明図である。
【図３】本発明の実施例における、移動体の相対位置に基づいて位置検出装置によって演
算される相対目標角度、目標旋回度の関係を示す説明図である。
【図４】本発明の実施例における、移動体の位置が図３と異なる場合の相対目標角度と目
標旋回度の関係を示す配置図である。
【図５】本発明の実施例における、位置検出装置によって算出される相対目標角度と目標
旋回度の特性の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について具体的に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の位置検出装置１を自律移動可能な移動体２に適用した制御系全体を示
す概略構成ブロック図である。同図に示すように、移動体２に対して取り付け可能な位置
検出装置１は、コンポーネント１０として構成されており、移動体２の移動先である目標
位置（Ｘｇ，Ｙｇ）、目標角度（θｇ）を１乃至複数組入力するためのキーボード、マウ
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スまたは上位コントローラからの通信手段等からなる入力手段６と、移動体２の周囲環境
データを取り込むレーザ距離センサ３とを設けている。距離センサ３は、例えば２次元レ
ーザレンジファインダのような２次元スキャン型距離センサであり、左右に傾いていない
平面（スキャン平面）上においてセンサ取付位置を中心にして２７０°程度の範囲を扇状
にレーザ光を照射し、その反射光を受信して壁や棚などの周囲物体までの距離を計測する
。また、移動体１００に対して取り付け可能な位置検出装置１は、記録形態は特定されな
い記録媒体に地図情報を記録した記憶手段４を具備する。地図データとは壁や棚などの周
囲物体の境界のデータから構成されるものである。更に位置検出装置１は、記憶手段４か
ら読み出した地図データを一時的に記憶する揮発性メモリである地図データ記憶手段１０
ａと、距離センサ３から得られた測定データとを比較照合するデータ照合手段１０ｂとか
ら構成される位置同定手段１０と、入力手段６でユーザが設定した移動体２の目標位置（
Ｘｇ，Ｙｇ）、目標角度（θｇ）に対する移動体２の相対位置、相対角度を演算する相対
位置演算手段１１と、位置同定手段１０による同定結果によって得られた移動体２の位置
（必要に応じて角度）を演算する絶対位置演算手段１２と、これら各種演算手段によって
算出された数値等に基づいて移動体２の制御目標情報を算出し出力する制御目標演算手段
たる目標指令手段１３から構成される。これらはコンポーネントである位置検出装置１と
してユニット化されることにより、種々の移動体に取り付けることが可能である。
【００１９】
　移動体２は、外部（本実施例における位置検出装置１等）から移動体２の走行制御のた
めの情報である制御目標情報の入力を受け付ける走行制御手段２１と、走行制御手段２１
からの制御指令を受けて車輪を駆動させる車輪駆動手段２２を備えている。車輪駆動手段
２２は図示しない１乃至複数の車輪の駆動源であり、走行制御手段２１からの制御指令を
受けて車輪を回転させて移動体２の移動させることができる。本実施例において、移動体
２は図示しない左右２つの駆動輪を具備するものであり、車輪駆動手段２２は各々の駆動
輪を異なる制御下で回転させるための図示しない２つのモータを具備するものとして説明
する。左右の駆動輪を駆動させるため走行制御手段２１では、外部から入力される制御目
標情報に基づき、移動体２の左右２つの車輪を独立に駆動するモータの速度を制御する左
右モータ速度指令を車輪駆動手段２２に出力し、これにより、移動体２が具備する左右の
モータ速度を制御する。左右のモータを回転させることで車輪が回転し、これにより移動
体２は移動することができる。左右のモータの速度の平均値が移動体２の走行速度に相当
し、左右のモータの速度差が移動体２の旋回度（１／Ｒ）、つまり、旋回半径Ｒを決定す
ることになる。
　尚、駆動輪に操舵手段を設け、走行制御手段２１によって操舵手段を制御し、移動体２
を旋回させるよう構成しても良い。
【００２０】
　続いて、上記のように構成される位置検出装置１によって移動体２を自律移動させる方
法について詳述する。ユーザは入力手段６によって、目標位置（Ｘｇ，Ｙｇ）、目標角度
θｇや当該目標位置に至る経路あるいは道順など予め設定し、これを経路データとして相
対位置演算手段１１に入力しておく。この経路データは、移動体２が自律的に移動するの
に必要となるデータであって、計画（指定）された経路における経由地点の位置（座標）
や、目標位置まで移動（走行）する道順や経路などや、目標位置での移動体２の姿勢（角
度）を示すデータにより構成される。
【００２１】
　位置同定手段１０は、距離センサ３からの計測データを取り込んで地図データ記憶手段
１０ａに記憶した地図データと照合し、絶対位置演算手段１２によって地図上での移動体
２の絶対位置Ｘ，Ｙ、絶対角度Θを演算処理し、その絶対位置Ｘ，Ｙ、絶対角度Θと入力
手段６からの目標位置（Ｘｇ，Ｙｇ）、目標角度（θｇ）とを比較することにより、目標
位置に対する移動体２の相対位置を演算する。
相対位置演算手段１１によって演算処理した経路データは、図に示すように制御指令（ｄ
ｘ，ｄｙ，ｄθ）を演算する。この演算された制御指令は、移動体１００の走行制御手段
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２０に出力され、自律型移動ロボットを構成する。制御指令は下記の式により求めること
ができる。
　　ｄｘ＝（Ｘ－Ｘｇ）ｃｏｓθｇ＋（Ｙ－Ｙｇ）ｓｉｎθｇ
　　ｄｙ＝－（Ｘ－Ｘｇ）ｓｉｎθｇ＋（Ｙ－Ｙｇ）ｃｏｓθｇ
　　ｄθ＝Θ－θｇ
また、相対位置演算手段１２で算出された相対位置ｄｘ、ｄｙは目標指令手段１３に入力
され、目標距離Ｌ、目標旋回速度（１／Ｒ＊）、相対目標角度θｇｃｏを後述する方法に
より演算する。演算の結果である目標距離Ｌ、目標旋回速度１／Ｒ＊、相対目標角度θｇ

ｃｏ及びｄθは制御目標情報として走行制御手段２０に出力される。
【００２２】
　移動体２の走行制御手段２０では、これらの入力された情報を用いて移動体２の左右の
車輪を独立に駆動するモータの速度を制御する左右モータ速度指令を求めている。これに
より、移動体２に備わった左右のモータ速度を制御している。左右のモータの速度により
、自律型移動ロボットである移動体２は駆動され、移動することができる。左右モータの
速度の平均値が移動体２の走行速度に相当し、左右モータの速度差が移動体２の旋回度（
１／Ｒ）、つまり、旋回半径Ｒを決定することになる。これにより、任意に移動体２を所
望の位置（ｘ、ｙ）と角度θに移動することができる。従って、ユーザが設定した経路を
辿って目標地まで自律型移動体ロボットである移動体２を走行することができる。
【００２３】
　位置検出装置１を用いた移動体２の移動制御の具体的な例として、図２に基づいて説明
する。図２は、地図データである地図Ｂ上に定められた原点を基準として、スタート点Ｇ
０から目標点Ｇｎに到達する際の移動体２の動作示している。地図Ｂ上にｘｂ軸とｙｂ軸
の交点を地図Ｂの原点を設ける。尚、地図Ｂ上の座標は（Ｘｂ，Ｙｂ，θｂ）で表される
。角度（θｂ）は移動体２の姿勢（向き）を意味する値である。移動体２は、スタート点
Ｇ０において地図に正対して水平右向きであり、スタートしてそのまま直進し装置４の前
の第１経由地Ｇ１に向かい、第１経由地Ｇ１から一定の旋回半径で左に９０度旋回しなが
ら地図に正対して垂直上向きで第２経由地Ｇ２に至る。次に、装置１手前の第３経由地Ｇ
３まで一定の旋回半径で右旋回して右に９０度回転して再び地図に正対して水平右向きと
なり、そのまま第３経由地Ｇ３まで進む。さらに、移動体２は装置５の横で装置３の手前
の第４経由地Ｇ４まで直進した後、一定の旋回半径で左に９０度旋回して地図に正対して
垂直上向きとなり、直進して目的地Ｇｎまで進む。移動体２は、目的地Ｇｎでは装置３に
対して平行となる姿勢を保つようにしている。
【００２４】
　移動体２の走行制御のための制御目標情報を出力する位置検出装置１は、地図Ｂの原点
を基にしたＢ棟（図２）の内法と装置１乃至５の外形からなる地図データを予め記憶して
おり、位置検出装置１は、サンプリングタイムごとに距離センサ３からの周囲環境のデー
タを計測し、その計測データと地図データ１０ａとからデータ照合手段１０ｂ及び絶対位
置演算手段１２によって自装置の地図上の位置を特定すると共に、自装置の絶対位置と目
標位置に対する相対位置を算出して制御目標情報を出力する。移動体２は、サンプリング
タイムごとに出力される制御目標情報を走行制御手段２１にて入力されることにより、同
じくサンプリングタイムごとに車輪駆動手段２２の駆動制御を行い、走行を制御している
。
【００２５】
　次に、移動体２が現在位置Ｓから目標位置Ｇに移動するための制御方法について、図３
に基づいて説明する。説明の簡略化のため、目標位置（ｘｇ、ｙｇ）を原点（０，０）、
目標角度をＸ軸の正方向とする。また目標位置からの現在位置の相対位置を（ｄｘ、ｄｙ
）として表記し、ｄｘは現在位置と目標位置とのＸ軸方向の差分であり、ｄｙは現在位置
と目標位置とのＹ軸方向の差分を示すものとする。
【００２６】
　移動体２がその原点Ｇ（０，０）に相対角度０で移動制御するための方法について、移
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動体２が目的点の座標系から見たときの現在位置Ｓ（ｄｘ、ｄｙ）と相対角度ｄθが図３
の移動体２の点Ｓにあった場合で説明する。移動体２は現在位置Ｓ（ｘｓ、ｙｓ）におい
て目標角度、即ちＸ軸方向に対してｄθ傾いている。点Ｓ（ｘｓ、ｙｓ）にあるときの移
動体２が一定の旋回半径で目標位置Ｇに相対角度０で到達するためには、移動体２の角度
ｄθが目標旋回半径Ｒ＊を有する目標旋回円Ｃに接する向き、即ち図３における現在位置
Ｓからの破線の矢印方向であれば、目標旋回半径Ｒ＊を一定にし、目標旋回円Ｃに沿って
目標位置Ｇ（０，０）に相対角度ｄθ＝０で到達することができる。ここで、この旋回半
径Ｒ＊の逆数を目標旋回度（１／Ｒ＊）として定義する。この目標旋回度（１／Ｒ＊）は
現在位置Ｓと目標位置Ｇの結線の目標角度即ちＸ軸に対する角度をθｓｇとすると、下記
の式にて表すことができる。
　　（１／Ｒ＊）＝２ｄｙ／（ｄｘ２＋ｄｙ２）＝｛１－ｃｏｓ（２θｓｇ）｝/ｄｙ
　従って図３の例によれば目標位置は原点（０，０）であることから、１／Ｒ＊は下記に
よって求めることができる。
　　（１／Ｒ＊）＝２ｄｙ／（ｘｓ２＋ｙｓ２）＝｛１－ｃｏｓ（２θｓｇ）｝/ｙｓ
　ここで、θｓｇ＝ｔａｎ－１（ｘｓ/ｙｓ）であり、また、点Ｓでの目標旋回円Ｃに接
する角度を相対目標角度θｇｃｏとすると、次式で求めることができる。
　　θｇｃｏ＝２・θｓｇ

なお、－π／２≦θｇｃｏ≦π／２の範囲内として制限するものとする。図４にこれらの
特性の一例を示す。除算などの処理のため、０割にならないように配慮することは十分に
配慮する必要がある。
【００２７】
　このように定義して、目標旋回半径Ｒ＊又は目標旋回度（１／Ｒ＊）と相対目標角度θ

ｇｃｏを算出し、制御目標情報として位置検出装置１から移動体２の走行制御手段２１へ
と出力される。
【００２８】
　制御目標情報を入力された移動体２は、下記のような制御を走行制御手段２１において
行い、自律走行をする。移動体２が目標位置Ｇへ相対角度０で到達するための旋回度指令
（１／Ｒｃ）は
　　（１／Ｒｃ）＝（１／Ｒ＊）＋Ｋｒ・（θｇｃｏ‐ｄθ）
ここで、Ｋｒは旋回度制御ゲインであり、移動体の大きさ、重量、制御の応答性と安定性
により適切に決定される定数である。旋回度指令（１／Ｒｃ）は、正値の場合は反時計方
向の旋回度を、負値の場合は時計方向の旋回度を示すものとする。ｄθ＜θｇｃｏのとき
は、反時計方向に目標旋回度(１／Ｒ＊)よりも旋回度を大きくすることになる。つまり、
反時計方向への旋回半径を小さくすることで、相対目標角度θｇｃｏに相対角度ｄθを近
づけることができる。なお、最小旋回半径がある場合には、その逆数である旋回度指令（
１／Ｒｃ）に対して最大値の制限を設けることで容易にその範囲にて制御を行うことがで
きる。当然、図３の場合には、相対角度ｄθが相対目標角度θｇｃｏより負側に大きいの
で、最小旋回半径の制限内で徐々に近づくことになる。そのため、点Ｓでの目標旋回円Ｃ
とは異なる軌道（図３における一点鎖線）となるが、それに近い軌跡を通りながら、目標
位置Ｇに近づけることができる。
　図５（ａ）に示すように、θｓｇ≒π/４となると、相対目標角度θｇｃｏはπ/２とな
り、それ以上大きくなると、目標点Ｇより遠ざかる方向になる。そのため、図４で示した
ように、相対目標角度θｇｃｏは最大値をπ/２とするように制限している。
　また、図１の目標指令手段１３では、現在位置Ｓ（ｘｓ、ｙｓ）からほぼ目標位置Ｇま
での距離、目標距離Ｌを算出することができる。例えば、
　　　Ｌ＝（ｄｘ２＋ｄｙ２）１／２＝（ｘｓ２＋ｙｓ２）１／２

という式で計算してもよい。この目標距離Ｌに応じて、移動体２の質量、制動力などによ
り、車両の直線速度、旋回速度を設定するように、制御系を構成することができる。
【００２９】
　上述したように、位置同定手段１０で得られた移動体２の位置、角度と、入力手段６で
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得られた目標位置、目標角度から、目標位置までの距離ｄｘ、ｄｙ、相対角度ｄθだけで
なく、目標距離Ｌ、相対目標角度θｇｃｏ、目標旋回度（１／Ｒ＊）を得ることにより、
下記のような利点がある。つまり、制御的に重要なこれらの変数である目標距離Ｌ、相対
目標角度θｇｃｏ、目標旋回度（１／Ｒ＊）は、現在位置Ｓと目標位置Ｇとの差分から得
ることができる。したがって、位置検出装置１の機能として、これらの特性を算出し制御
目標情報として出力することで、移動体２の走行制御手段２１の制御処理を簡略化するこ
とができる。また、移動体２の大きさ、重量、制御性能などが変化した場合に、それらの
出力から、適切な制御ゲインＫｒや最適な速度指令を設定するだけで、制御系を最適化で
きるので、自律移動ロボットなどの種々移動体のシステム構築を早急に実現できる特徴が
ある。
【００３０】
　本発明は、以上のように、位置検出装置１をコンポーネントとしてユニット化し、各種
の移動体に取り付けることができるように構成し、その取り付けた位置検出装置１からは
、目標距離、相対目標角度、目標旋回度など、移動体を制御するのに必要な制御目標情報
を提供するので、容易に種々の移動体を自動走行ロボットにすることができるものである
。移動体のサイズ、重量が変更になった場合でも、同じ位置検出装置１を活用して制御が
要求する情報を提供するので、システム構築が容易になる。
【００３１】
　すなわち、図１では移動体として自律型移動ロボットの例を示したが、マニュアルによ
り操縦されるフォークリフトや運動支援装置などの移動体に対しても、運転を支援するサ
ポート装置の構築に有用である。
【００３２】
　以上のように、位置検出装置１をコンポーネントとしてユニット化し、自律式、自走型
、手動型といった各種の移動体に取り付けることが可能であり、汎用性に優れるとともに
、位置検出装置１自体には、移動体の走行駆動系を制御するための構成も不要となり、構
成も簡略化することができる。
【００３３】
　尚、絶対位置演算によって算出される位置検出装置１（即ち移動体２）の絶対位置及び
絶対角度を地図上にプロットし、ロボット位置表示装置５のような種々の表示手段に表示
してもよい。このような構成とすることで、ユーザは移動体２の現在位置を一瞥して識別
することができる。また、位置検出装置１に外付けの表示装置等を接続するよう構成する
ことで、表示手段を持たない移動体２であっても上述のような効果を得ることが可能とな
る。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　　位置検出装置
　１０　　位置同定手段
　１０ａ　地図データ記憶手段
　１０ｂ　データ照合手段
　１１　　相対位置演算手段
　１２　　絶対位置演算手段
　１３　　目標指令手段（制御目標演算手段）
　２　　　移動体
　２１　　走行制御手段
　２２　　車輪駆動手段
　３　距離センサ
　４　記憶手段
　５　ロボット位置表示装置
　６　入力手段
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